
令和6年12月17日 （火）
打越さく良議員（立憲）

参・法務委員会
対法務当局（法制部）

8問簡裁判事特号及び副検事特号が設けられたのはいつから

か。附則ではなく、本則で規定するべきではないか、法務当

局に問う。

○いわゆる簡裁判事特号及び副検事特号は、いずれも、その経

歴等に照らし、それぞれの号俸の1号の額を超える額の報酬・

俸給をもって処遇するのが適当と認められる簡易裁判所判事

及び副検事に対し、 当分の間、特別の額の報酬・俸給を支給で

きるようにするため、昭和48年の裁判官報酬法及び検察官俸

○このように、簡裁判事特号及び副検事特号は、暫定的な措置

として定められたものであるため、本則ではなく、附則で定め

られたものと承知。

(参考）簡裁判事特号及び副検事特号の在職者数

令和6年7月1日現在、簡裁判事特号に5人、副検事特号に83人が在

職している。

(参考答弁1）第71回国会衆・法務委第46号（昭和48年9月21日）

○田中（伊）国務大臣裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法

律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきま

して、その趣旨を便宜一括して説明をいたします。

政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善

する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改

正する法律案及び特別職の職員の絵与に関する法律等の一部を改正する

法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりでございますが、そ

こで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じま
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してその給与を改善するなどの措置を講ずるために、 この両法律案を提

出いたしました次第でありまして、改正の内容は、大略次のとおりでご

ざいます。

第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬

並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来、特別職の職員の

給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の

俸給に準じて定められておりますところ、今回、内閣総理大臣その他の

特別職の職員について､その俸給を増額することになっておりますので、

おおむね右に準じまして、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁

判所長官の報酬及び検事総長、次長検事及び検事長の俸給を増額するこ

とといたしました。

第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検

事の俸給につきましては、おおむねその額においてこれに対応する一般

職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じま

して、いずれもこれを増額するとともに、 簡易裁判所判事及び畠ll検事に

つきまして、特別のものに限り、当分の間、それぞれ簡易裁判所判事一

号の報酬月額をこえる額の報酬及び副検事一号の俸給月額をこえる額の

これらの改正は、一般の政府職員の場合と同様、昭和四十八年四月一

日にさかのぼって適用することといたしております。

以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検

察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございま

す。

(参考答弁2）第71回国会衆・法務委第46号（昭和48年9月21日）

○大竹委員次に、先ほど大臣の趣旨説明にもあったようでありますが、

いままで判事の一号の上に特号があったわけでありますが、今度は簡裁

の判事、副検事、それぞれ一号の上に特号というのですか、特号を置く

ということになったわけでありますが、その理由とでも申しますか、そ

れを置かなければならなくなった理由を御説明いただきたい。

○味村政府委員このたび簡易裁判所判事につきまして特号と申します

か、副検事につきましても特号というものを新設することになっておる

わけでございますが、三れは従来、簡易裁判所判事の一号俸あるいは副
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手浪職され言

だという方がございますの毒はお気

がよろしいんではないかとそういう方には特別の措置を講じたほう

でございまることに相なったわけうな特号を設けいうことから このよ

ﾆｰ

したがいまして、 これは簡易裁判所判事の職務評価あるいは副検事の

職務評価を変えたということではございませんので、いわば暫定的な措

置として、それぞれのちょうど半l1事の特号につし ､ての条文と同じとこ ろ

ことでございます。に規定をいたしたという

(参考答弁3）第11 1回国会参・法務委第1号（昭和62年12月11日）

○猪熊重二君私が申し上げたいのは、判事特号という給与の方がおられ

るということは妥当なことだろうと思うんです。ただ、法文の形として

第二条で別表でずっときちんと書いてあるのに、一つだけ特別に判事特

号一時間がありませんので簡易裁判所の判事の方は伺いませんけれど

も、簡易裁判所判事特号というふうなものをつくって、 しかもそれが三

十四年からといえばもう二十数年間実施されている。

しかもこういう特号という制度が必要なんだということであるとす

れば、附則十五条という何かいつ消えてしまうかわからぬというふうな

形でなくして、別表そのものの中に、判事一号の上に判事特号というふ

うなものを設けることが、裁判官としても特号は固定的にあるんだとい

うことになってぐあいがよろしいようにも思うんですが、その辺につい

て裁判所として判事特号ないし簡裁判事特号というふうなものを別表

の中に組み入れるというふうなことはお考えじゃないんでしょうか。

○最高裁判所長官代理者（櫻井文夫君） 立法の問題では、ございますが、

裁判官の問題でございますので私の方からお答えいたします。

判事の特号が設けられまして、 この条文にもございますように「当分

の間」 というふうにしてございます。
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この趣旨は、判事の報酬については裁判官の任用制度とも絡んでいろ

んな議論があったということでございます。そこで、例えば法曹一元と

いうような考えから将来根本的に判事の報酬体系というものを考えて

いくということになった場合に、そういう時期での再検討が必要である

というようなことからこういう形で条文ができたものというふうに言

われております。

もちろん、 もう相当年数だっておりまして、ほぼ固定的な役割を果た

しているわけではありますけれども、 しかし理念として申しますと、裁

判官の任用制度とも絡めた形での報酬体系のあるべき姿というものが

いまだ実現されない形で残っておるということになりますので、そうい

うことから今回は従前の立法の経過を踏まえた形で改正していただく

ということになったわけでございます。

○猪熊重二君同じ問題が検察官の俸給に関する法律についてもございま

すので、法務省にも簡単にお伺いしますが、検察官の俸給表も第二条に

別表があって、検事総長から副検事何号までと全部書いてある。

それに対してやはり副検事特号というふうなものが設けられている

わけですが、 これの設けられた趣旨等については私もお伺いしておりま

すので結構でございますが、今申し上げたような形でこれを別表の中に

組み込むということについては、法務省としてはどのようにお考えでし

ょうか。

○政府委員（清水湛君） お答えいたします。

検察官俸給表附則の九条の問題でございますけれども、副検事につき

ましていわゆる特号が設けられた趣旨というのは、先ほど最高裁判所の

方からお答えになったような趣旨と同趣旨のものでございます。

つまり、

が頭打ちになっている者が相当あらわれたという それから、老練こと

で優

くられたわけでございますこういう制度がつ

ところで、 このような制度がつくられるに至りました背景、事情とい

うのは、現在も依然として存在するわけでございまして、私どもといた

しましてはこの特号制度の運用が必要であるというふうに考えている

わけでございます。

4



法文の上で「当分の間」 、いかにも暫定措置というようただしかし、

な感じで設けられているという点につきましては全く御指摘のとおり

これを正規の俸給体系の中に組み込むことがでございまして、本来なら

望ましいということが言えるのであろうと思いますけれども、 しかしこ

なりますと副検事の職務評価を正面からど うするかというよの問題に

うな問題とも絡んでくるわけでございまして、そういうようないろんな

き時期が来ればそのときにやはりすっきりした形に改めるべきもので

あろうというふうに考えております。

しかしながら、そうであるとすればいつかということはちょっと今の

ところ申し上げかねるというところでございます。

○猪熊重二君抜本的な改正まで待つというのも一つの方法でしょうが、

抜本的改正といってももう二十年も三十年もたっていることですから、

暫定的な何か不必要なものだけれども、 とりあえずというふうな形でな

くして別表に入れたらどうか、 こう考えて質問したわけです。

この点について、法務大臣何か御意見があれば簡単にお伺いして、終

わりたいと思います。

○国務大臣（林田悠紀夫君） 承っておりますると先生の御意見もごもつ

ともでございます。

しかし、 この制定の経緯が暫定的ということでもあったものですか

ら、それが踏襲されておるわけでありまするけれども、十分検討をいた

また人事院当局とも話し合いま して善処してまいりたいと存じまし

±二

(参考答弁4）第113回国会参・法務委第4号（昭和63年12月20日）

○千葉景子君一応お話をお聞きいたしまして、 この中で判事と簡易裁判

所判事の報酬につきまして法律の附則がございます。

その附則の十五条というところに「特別のものに限り、当分の間、 」

として額が示されておりますけれども、 この「特別のもの」 というのは

一体どういうものに当たるのか、そして「当分の間、 」いうことですけ

れども、 これは何か一定の期間ということを予想されていらっしゃるも

のか、ちょっと御説明いただきます。
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○最高裁判所長官代理者最高裁判所長官代理者（櫻井文夫君） この裁半ll官報酬法第十五条にあ

ります判事、簡易裁判所判事の「特別のもの」に支給する報酬でござい

ますが、俗に特号と言われているものでございます。

この報酬は、形式から申しましても報酬法第二条の別表の中には入っ

ていない特別な形になっているわけでございますが、大体その趣旨につ

いて言われておりますところを申し上げますと、判事特号は、憲法に規

定された裁判官の職務の重要性、職責の重大性を法制上あらわすために

設けられたものだというふうに言われております。

そして判事と検事は、その任用資格においては根本的には差異はな

く、同じ任用資格でもって任命されていっているわけでございますが、

それぞれの官の間にある職責の違いに応じて裁判官については特にこ

のような報酬を設けるべきものというふうに考えられたということで

ございます。

しかも裁判官の場合は通常、一般行政官よりも相当長く勤務をいたし

ます。定年の面でも検察官と比べて定年が二年長くなっております。

そういったことも裁判官について、特に判事についてこういった報酬

が設けられた趣旨であるというふうに言われているわけでございます。

それから 易栽半IIF 易栽半IIF 工個l承矢ロ0
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事定年者等のいわゆる法曹資格を有する老練な簡易裁判所判事を確保

し、かつ、それを適切に遇するという観点からこういった特別の報酬が

設けられたというふうに言われております。

なお、現実の運用といたしましては、判事特号は例えば高等裁判所の

裁判長であるとか、大規模な地・家裁の所長のような重責を担った老練

な裁判官に大体運用されているということでございます。

簡易裁判所判事の特号につきましては、ただいま設けられた趣旨にの

っとりまして判事定年者等の法曹資格を有する老練な簡裁判事に支給

が決定されているという実情でございます。

○千葉景子君 「当分の間」 というのは、 これは何か特別な意味がござい

ますか。

○最高裁判所長官代理者（櫻井文夫君） この点につきましては、裁判官

の職責に応じてこのような制度が設けられたわけでございますが、裁判
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官の報酬というものはその任用資格と密接な関係を有しているわけでご

ざいます。そして、その裁判官の任用資格あるいは報酬というものをさ

った形が設けられたという ように言われております。

○千葉景子君これは同じ質問になりますけれども、副検事につきまして

も同じような規定がなされておりますが、 これについてはどのようなも

のでしょうか。

○政府委員（則定衛君）

(二）の適用を受けます検察事務官として相当高位にまで昇進していた

人が選考でなるというケースもございまして ような経歴をたいうそう

ざいます関係上 副検事一号の額をもって遇どって任官してきた人がご

するのが相当でなく、それを超える処遇をしたいという必要性がござい

まして、今申しました一号の上にいわゆる特号を置かせていただいてお

るわけでございます．

（参照条文）

○裁判官の報酬等に関する法律（昭和二十三年法律第七十五号）

附則 （注：制定附則）

第十五条簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第

二条の規定にかかわらず、九十六万八千円とすることができる。

○検察官の俸給等に関する法律（昭和二十三年法律第七十六号）

附則 （注：制定附則）

第三条副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定

にかかわらず、六十三万六千円とすることができる。
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